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承第１号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和４

年３月２４日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

令和４年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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承第２号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和４

年３月２８日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

令和４年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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承第３号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和４

年４月２７日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

令和４年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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承第４号 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和４

年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

  令和４年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例について 

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

                  記 

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市税条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市税条例（昭和２９年美濃加茂市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（納税証明書の交付手数料） （納税証明書交付手数料） 

第１１条の４ 法第２０条の１０に規定する

納税証明書の交付（法第３８２条の４に規定

する当該証明書に住所に代わるものとして

施行規則に定める事項の記載をしたものの

交付を含む。）の手数料は、美濃加茂市手数

料条例（平成１２年美濃加茂市条例第５号）

の定めるところにより徴収する。ただし、道

路運送車両法第９７条の２に規定する証明

書については手数料を徴しない。 

第１１条の４ 法第２０条の１０に規定する

納税証明書の交付手数料は、美濃加茂市手数

料条例（平成１２年美濃加茂市条例第５号）

の定めるところにより徴収する。ただし、道

路運送車両法第９７条の２に規定する証明

書については手数料を徴しない。 

２ （略） ２ （略） 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 
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第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２

８条の３第１項に規定する確定申告書に特

定配当等に係る所得の明細に関する事項そ

の他施行規則に定める事項の記載があると

きは、当該特定配当等に係る所得の金額につ

いては、適用しない。 

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生

じた年の翌年の４月１日の属する年度分の

特定配当等申告書（市民税の納税通知書が送

達される時までに提出された次に掲げる申

告書をいう。以下この項において同じ。）に

特定配当等に係る所得の明細に関する事項

その他施行規則に定める事項の記載がある

とき（特定配当等申告書にその記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると市長

が認めるときを含む。）は、当該特定配当等

に係る所得の金額については、適用しない。

ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に

掲げる申告書がいずれも提出された場合に

おけるこれらの申告書に記載された事項そ

の他の事情を勘案して、この項の規定を適用

しないことが適当であると市長が認めると

きは、この限りでない。 

 (1)  第２８条の２第１項の規定による申告

書 

 (2)  第２８条の３第１項に規定する確定申

告書（同項の規定により前号に掲げる申

告書が提出されたものとみなされる場合

における当該確定申告書に限る。） 

５ （略） ５ （略） 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２

８条の３第１項に規定する確定申告書に特

定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に

関する事項その他施行規則に定める事項の

記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得

金額に係る所得の金額については、適用しな

い。 

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に

係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属

する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告

書（市民税の納税通知書が送達される時まで

に提出された次に掲げる申告書をいう。以下

この項において同じ。）に特定株式等譲渡所

得金額に係る所得の明細に関する事項その

他施行規則に定める事項の記載があるとき

（特定株式等譲渡所得金額申告書にその記 
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 載がないことについてやむを得ない理由が

あると市長が認めるときを含む。）は、当該

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額

については、適用しない。ただし、第１号に

掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書が

いずれも提出された場合におけるこれらの

申告書に記載された事項その他の事情を勘

案して、この項の規定を適用しないことが適

当であると市長が認めるときは、この限りで

ない。 

 (1) 第２８条の２第１項の規定による申告

  書 

 (2) 第２８条の３第１項に規定する確定申

告書（同項の規定により前号に掲げる申告

書が提出されたものとみなされる場合に

おける当該確定申告書に限る。） 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第２６条の８ 所得割の納税義務者が、前年中

に法第３１４条の７第１項第１号及び第２

号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若

しくは金銭を支出した場合には、同項に規定

するところにより控除すべき額（当該納税義

務者が前年中に同条第２項に規定する特例

控除対象寄附金を支出した場合にあつては、

当該控除すべき金額に特例控除額を加算し

た金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第２６条の４及び前条の規

定を適用した場合の所得割の額から控除す

るものとする。この場合において、当該控除

額が当該所得割の額を超えるときは、当該控

除額は、当該所得割の額に相当する金額とす

る。 

第２６条の８ 所得割の納税義務者が、前年中

に法第３１４条の７第１項第１号及び第２

号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若

しくは金銭を支出した場合には、同項に規定

するところにより控除すべき額（当該納税義

務者が前年中に同条第２項に規定する特例

控除対象寄附金を支出した場合にあつては、

当該控除すべき金額に特例控除額を加算し

た金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第２６条の４及び前条の規

定を適用した場合の所得割の額から控除す

るものとする。この場合において、当該控除

額が当該所得割の額を超えるときは、当該控

除額は、当該所得割の額に相当する金額とす

る。 

(1) 次に掲げる寄附金又は金銭のうち、市長

が別に定めるもの 

(1) 次に掲げる寄附金又は金銭のうち、市長

が別に定めるもの 

イ～二 （略） イ～二 （略） 
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ホ 所得税法施行令第２１７条第３号に

規定する公益社団法人及び公益財団法

人に対する寄附金（出資に関する業務に

充てられることが明らかなものを除き、

当該法人の主たる目的である業務に関

連するものに限る。） 

ホ 所得税法施行令第２１７条第３号に

規定する公益社団法人及び公益財団法

人（所得税法施行令の一部を改正する

政令（平成２０年政令第１５５号）附則

第１３条第２項の規定によりなおその

効力を有するものとされる改正前の所

得税法施行令第２１７条第１項第２号

及び第３号に規定する民法法人を含

む。）に対する寄附金（出資に関する業

務に充てられることが明らかなものを

除き、当該法人の主たる目的である業

務に関連するものに限る。） 

ヘ～ヌ （略） ヘ～ヌ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第２６条の１０ 所得割の納税義務者が、第２

６条第４項に規定する確定申告書に記載し

た特定配当等に係る所得の金額の計算の基

礎となつた特定配当等の額について法第２

章第１節第５款の規定により配当割額を課

された場合又は同条第６項に規定する確定

申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額の計算の基礎となつた特

定株式等譲渡所得金額について同節第６款

の規定により株式等譲渡所得割額を課され

た場合には、当該配当割額又は当該株式等譲

渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、

第２６条の４及び前３条の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。 

第２６条の１０ 所得割の納税義務者が、第２

６条第４項に規定する特定配当等申告書に

記載した特定配当等に係る所得の金額の計

算の基礎となつた特定配当等の額について

法第２章第１節第５款の規定により配当割

額を課された場合又は同条第６項に規定す

る特定株式等譲渡所得金額申告書に記載し

た特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所

得金額について同節第６款の規定により株

式等譲渡所得割額を課された場合には、当該

配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５

分の３を乗じて得た金額を、第２６条の４及

び前３条の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同

項の所得割の額から控除することができな

かつた金額があるときは、当該控除すること

ができなかつた金額は、令第４８条の９の３

から第４８条の９の６までに定めるところ

２ 前項の規定により控除されるべき額で同

項の所得割の額から控除することができな

かつた金額があるときは、当該控除すること

ができなかつた金額は、令第４８条の９の３

から第４８条の９の６までに定めるところ
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により、同項の納税義務者に対しその控除す

ることができなかつた金額を還付し、又は当

該納税義務者の同項の確定申告書に係る年

の末日の属する年度の翌年度分の個人の県

民税若しくは市民税に充当し、若しくは当該

納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

により、同項の納税義務者に対しその控除す

ることができなかつた金額を還付し、又は当

該納税義務者の同項の申告書に係る年度分

の個人の県民税若しくは市民税に充当し、若

しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金

に充当する。 

３ （略） ３ （略） 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第２８条の２ 第１６条第１項第１号に掲げ

る者は、３月１５日までに、施行規則第５号

の４様式（別表）による申告書を市長に提出

しなければならない。ただし、法第３１７条

の６第１項又は第４項の規定により給与支

払報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から１月１日現在におい

て給与又は公的年金等の支払を受けている

者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかつたもの（公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかつた者で社会保険料控除額

（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命

保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生

控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義

務者（前年の合計所得金額が９００万円以下

であるものに限る。）の法第３１４条の２第

１項第１０号の２に規定する自己と生計を

一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５

万円以下であるものに限る。）で控除対象配

偶者に該当しないものに係るものを除く。）

若しくは法第３１４条の２第４項に規定す

る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑

損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

３１３条第８項に規定する純損失の金額の

控除、同条第９項に規定する純損失若しくは

雑損失の金額の控除若しくは第２６条の８

第２８条の２ 第１６条第１項第１号に掲げ

る者は、３月１５日までに、施行規則第５号

の４様式（別表）による申告書を市長に提出

しなければならない。ただし、法第３１７条

の６第１項又は第４項の規定により給与支

払報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から１月１日現在におい

て給与又は公的年金等の支払を受けている

者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかつたもの（公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかつた者で社会保険料控除額

（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命

保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生

控除額、配偶者特別控除額（所得税法第２条

第１項第３３号の４に規定する源泉控除対

象配偶者に係るものを除く。）若しくは法第

３１４条の２第４項に規定する扶養控除額

の控除又はこれらと併せて雑損控除額若し

くは医療費控除額の控除、法第３１３条第８

項に規定する純損失の金額の控除、同条第９

項に規定する純損失若しくは雑損失の金額

の控除若しくは第２６条の８第１項（同項第

２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法

第２条第３項に規定する認定特定非営利活

動法人及び同条第４項に規定する特例認定

特定非営利活動法人に対するものを除く。）
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第１項（同項第２号に掲げる寄附金（特定非

営利活動促進法第２条第３項に規定する認

定特定非営利活動法人及び同条第４項に規

定する特例認定特定非営利活動法人に対す

るものを除く。）に係る部分を除く。）及び

第２項の規定により控除すべき金額（以下こ

の条において「寄附金税額控除額」という。）

の控除を受けようとするものを除く。以下こ

の条において「給与所得等以外の所得を有し

なかつた者」という。）及び第１７条第２項

に規定する者（施行規則第２条の２第１項の

表の上欄の（２）に掲げる者を除く。）につ

いては、この限りでない。 

に係る部分を除く。）及び第２項の規定によ

り控除すべき金額（以下この条において「寄

附金税額控除額」という。）の控除を受けよ

うとするものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」

という。）及び第１７条第２項に規定する者

（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の

（２）に掲げる者を除く。）については、こ

の限りでない。 

２～８ （略） ２～８ （略） 

第２８条の３ （略） 第２８条の３ （略） 

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記

載された事項（施行規則第２条の３第１項に

規定する事項を除く。）のうち法第３１７条

の２第１項各号又は第３項に規定する事項

に相当するもの及び次項の規定により付記

された事項（施行規則で定めるものを除く。）

は、前条第１項から第４項までの規定による

申告書に記載されたものとみなす。 

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記

載された事項（施行規則第２条の３第１項に

規定する事項を除く。）のうち法第３１７条

の２第１項各号又は第３項に規定する事項

に相当するもの及び次項の規定により附記

された事項は、前条第１項から第４項までの

規定による申告書に記載されたものとみな

す。 

３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出

する者は、当該確定申告書に、施行規則第２

条の３第２項各号に掲げる事項を付記しな

ければならない。 

３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出

する者は、当該確定申告書に、施行規則第２

条の３第２項各号に掲げる事項を附記しな

ければならない。 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族申告書） 

第２８条の３の２ 所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で市内に住所を

有するものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき同項に規定する給与等の支払者（以下

第２８条の３の２ 所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で市内に住所を

有するものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき同項に規定する給与等の支払者（以下
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この条において「給与支払者」という。）か

ら毎年最初に給与の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、次

に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与

支払者を経由して市長に提出しなければな

らない。 

この条において「給与支払者」という。）か

ら毎年最初に給与の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、次

に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与

支払者を経由して市長に提出しなければな

らない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が

１，０００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（法第３１

３条第３項に規定する青色事業専従者に

該当するもので同項に規定する給与の支

払を受けるもの及び同条第４項に規定す

る事業専従者に該当するものを除き、合計

所得金額が１３３万円以下であるものに

限る。次条第１項において同じ。）の氏名

(3) （略） (2) （略） 

(4) （略） (3) （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族申告書） 

第２８条の３の３ 所得税法第２０３条の６

第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所得

税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であつて、

特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得

金額が９００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等

（第３４条の２に規定する退職手当等に限

る。以下この項において同じ。）に係る所得

を有する者であつて、合計所得金額が９５万

円以下であるものに限る。）をいう。第２号

第２８条の３の３ 所得税法第２０３条の６

第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所得

税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であつて、

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有

する者（以下この条において「公的年金等受

給者」という。）で市内に住所を有するもの

は、当該申請書の提出の際に経由すべき所得

税法第２０３条の６第１項に規定する公的

年金等の支払者（以下この条において「公的

年金等支払者」という。）から毎年最初に公
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において同じ。）又は扶養親族（控除対象扶

養親族であつて退職手当等に係る所得を有

しない者を除く。）を有する者（以下この条

において「公的年金等受給者」という。）で

市内に住所を有するものは、当該申請書の提

出の際に経由すべき所得税法第２０３条の

６第１項に規定する公的年金等の支払者（以

下この条において「公的年金等支払者」とい

う。）から毎年最初に公的年金等の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該公的年金等支払者を経由して市長に

提出しなければならない。 

的年金等の支払を受ける日の前日までに、施

行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該公的年金等支払

者を経由して市長に提出しなければならな

い。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 特定配偶者の氏名 

(3) （略） (2) （略） 

(4) （略） (3) （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第３２条の６ （略） 第３２条の６ （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 法第３２１条の８第６２項に規定する特

定法人である内国法人は、第１項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされている

法人の市民税の申告については、同項の規定

にかかわらず、同条第６２項及び施行規則で

定めるところにより、納税申告書に記載すべ

きものとされている事項（次項及び第１１項

において「申告書記載事項」という。）を、

法第７６２条第１号に規定する地方税関係

手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地

方税共同機構（第１１項において「機構」と

いう。）を経由して行う方法により市長に提

供することにより、行わなければならない。

９ 法第３２１条の８第６０項に規定する特

定法人である内国法人は、第１項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされている

法人の市民税の申告については、同項の規定

にかかわらず、同条第６０項及び施行規則で

定めるところにより、納税申告書に記載すべ

きものとされている事項（次項及び第１１項

において「申告書記載事項」という。）を、

法第７６２条第１号に規定する地方税関係

手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地

方税共同機構（第１１項において「機構」と

いう。）を経由して行う方法により市長に提

供することにより、行わなければならない。
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１０～１４ （略） １０～１４ （略） 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、法第３２１条の８第７１

項の処分又は前項の届出書の提出があつた

ときは、これらの処分又は届出書の提出があ

つた日の翌日以後の第１２項前段の期間内

に行う第９項の申告については、第１２項前

段の規定は適用しない。ただし、当該内国法

人が、同日以後新たに同項前段の承認を受け

たときは、この限りでない。 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、法第３２１条の８第６９

項の処分又は前項の届出書の提出があつた

ときは、これらの処分又は届出書の提出があ

つた日の翌日以後の第１２項前段の期間内

に行う第９項の申告については、第１２項前

段の規定は適用しない。ただし、当該内国法

人が、同日以後新たに同項前段の承認を受け

たときは、この限りでない。 

１６ （略） １６ （略） 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第５４条の２ 法第３８２条の２に規定する

固定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規

定による措置を講じたものを含む。）の閲覧

（法第３８２条の４に規定する固定資産課

税台帳に住所に代わるものとして施行規則

で定める事項の記載をしたものの閲覧を含

む。）の手数料は、美濃加茂市手数料条例の

規定により徴するものとする。ただし、法第

４１６条第３項又は第４１９条第８項の規

定により公示した期間において納税義務者

の閲覧に供する場合にあつては、手数料を徴

しない。 

（固定資産課税台帳に記載されている事項

の証明書の交付手数料） 

第５４条の３ 法第３８２条の３に規定する

固定資産課税台帳に記載されている事項の

証明書（同条ただし書の規定による措置を講

じたものを含む。）の交付（法第３８２条の

４に規定する当該証明書に住所に代わるも

のとして施行規則で定める事項の記載をし

たものの交付を含む。）の手数料は、美濃加

茂市手数料条例の規定により徴する。 

附 則 附 則 
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第３条の３の２ 平成２２年度から令和２０

年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き租税特別措置法第４１条又は第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が

平成１１年から平成１８年まで又は平成２

１年から令和７年までの各年である場合に

限る。）において、前条第1項の規定の適用を

受けないときは、法附則第５条の４の２第５

項（同条第７項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の第２６

条の４及び第２６条の７の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。 

第３条の３の２ 平成２２年度から令和１５

年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き租税特別措置法第４１条又は第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が

平成１１年から平成１８年まで又は平成２

１年から令和３年までの各年である場合に

限る。）において、前条第1項の規定の適用を

受けないときは、法附則第５条の４の２第５

項（同条第７項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の第２６

条の４及び第２６条の７の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。 

２ （略） ２ （略） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

第６条の２ （略） 第６条の２ （略） 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する

市の条例で定める割合は、５分の４とする。

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する

市の条例で定める割合は、４分の３とする。

３ 法附則第１５条第２６項第１号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

３ 法附則第１５条第２７項第１号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２６項第１号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２７項第１号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２６項第１号ハに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２７項第１号ハに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２６項第１号ニに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２７項第１号ニに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２６項第２号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

７ 法附則第１５条第２７項第２号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例
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で定める割合は、４分の３とする。 で定める割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２６項第２号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２７項第２号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２６項第２号ハに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２７項第２号ハに規定

する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２６項第３号イに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第２７項第３号イに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２６項第３号ロに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２７項第３号ロに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２６項第３号ハに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２７項第３号ハに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第２９項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第３０項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３３項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の１とする。 

１４ 法附則第１５条第３４項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第３４項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第３５項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１６ 法附則第１５条第３９項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１６ 法附則第１５条第４２項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１７ 法附則第１５条第４３項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の１とする。 

１７ 法附則第１５条第４６項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第４４項に規定する市

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

１９ （略） １８ （略） 

２０ （略） １９ （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 
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第６条の３ （略） 第６条の３ （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止

改修等住宅又は同条第１０項の熱損失防止

改修等専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第９項に規定

する熱損失防止改修工事等が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止

改修住宅又は同条第１０項の熱損失防止改

修専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第９項に規定する

熱損失防止改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月

日 

(4) 熱損失防止改修工事が完了した年月日 

(5)  熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第１２条第３１項に規定する補

助金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び

令附則第１２条第３１項に規定する補助

金等 

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日か

ら３月を経過した後に申告書を提出する

場合には、３月以内に提出することができ

なかつた理由 

(6) 熱損失防止改修工事が完了した日から

３月を経過した後に申告書を提出する場

合には、３月以内に提出することができな

かつた理由 

９ （略） ９ （略） 

１０ 法附則第１５条の９の２第４項に規定

する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第

５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

専有部分について、これらの規定の適用を受

けようとする者は、法附則第１５条の９第９

項に規定する熱損失防止改修工事等が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１１

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

１０ 法附則第１５条の９の２第４項に規定

する特定熱損失防止改修住宅又は同条第５

項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有

部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、法附則第１５条の９第９項に

規定する熱損失防止改修工事が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第１１項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月 (4) 熱損失防止改修工事が完了した年月日 
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  日 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第１２条第３１項に規定する補

助金等 

（5） 熱損失防止改修工事に要した費用及び

令附則第１２条第３１項に規定する補助

金等 

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日か

ら３月を経過した後に申告書を提出する

場合には、３月以内に提出することができ

なかつた理由 

(6) 熱損失防止改修工事が完了した日から

３月を経過した後に申告書を提出する場

合には、３月以内に提出することができな

かつた理由 

１１・１２ （略） １１・１２ （略） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令

和５年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令

和５年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

第８条 宅地等に係る令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３の２の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗

じて得た額。以下この条において同じ。）に

１００分の５（商業地等に係る令和４年度分

の固定資産税にあつては、１００分の２．５）

を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分

の固定資産税にあつては、前年度分の固定資

産税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額（以下「宅地等調整

第８条 宅地等に係る令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３の２の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗

じて得た額。以下この条において同じ。）に

１００分の５を乗じて得た額を加算した額

（令和３年度分の固定資産税にあつては、前

年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は法附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額（以

下「宅地等調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該宅地等調整固定資産税
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固定資産税額」という。）を超える場合には、

当該宅地等調整固定資産税額とする。 

額とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民

税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民

税の課税の特例） 

第１５条の２ （略） 第１５条の２ （略） 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条

の４第２項に規定する特定上場株式等の配

当等（以下この項において「特定上場株式等

の配当等」という。）に係る配当所得に係る

部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年

分の所得税について特定上場株式等の配当

等に係る配当所得につき同条第１項の規定

の適用を受けた場合に限り適用する。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条

の４第２項に規定する特定上場株式等の配

当等（以下この項において「特定上場株式等

の配当等」という。）に係る配当所得に係る

部分は、市民税の所得割の納税義務者が当該

特定上場株式等の配当等の支払を受けるべ

き年の翌年の４月１日の属する年度分の市

民税について特定上場株式等の配当等に係

る配当所得につき前項の規定の適用を受け

ようとする旨の記載のある第２６条第４項

に規定する特定配当等申告書を提出した場

合（次に掲げる場合を除く。）に限り適用す

るものとし、市民税の所得割の納税義務者が

前年中に支払を受けるべき特定上場株式等

の配当等に係る配当所得について同条第１

項及び第２項並びに第２６条の４の規定の

適用を受けた場合には、当該納税義務者が前

年中に支払を受けるべき他の特定上場株式

等の配当等に係る配当所得について、前項の

規定は、適用しない。 

 (1) 第２６条第４項ただし書の規定の適用

がある場合 

 (2) 第２６条第４項第１号に掲げる申告書

及び同項第２号に掲げる申告書がいずれ

も提出された場合におけるこれらの申告

書に記載された事項その他の事情を勘案

して、前項の規定を適用しないことが適当

であると市長が認めるとき。 

３ （略） ３ （略） 
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（優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第１７条の２ （略） 第１７条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者

が、その有する土地等につき、租税特別措置

法第３３条から第３３条の４まで、第３４条

から第３５条の３まで、第３６条の２、第３

６条の５、第３７条、第３７条の４から第３

７条の６まで又は第３７条の８の規定の適

用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第

１項に規定する優良住宅地等のための譲渡

又は前項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡に該当しないものとみなす。

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者

が、その有する土地等につき、租税特別措置

法第３３条から第３３条の４まで、第３４条

から第３５条の３まで、第３６条の２、第３

６条の５、第３７条、第３７条の４から第３

７条の６まで、第３７条の８又は第３７条の

９の規定の適用を受けるときは、当該土地等

の譲渡は、第１項に規定する優良住宅地等の

ための譲渡又は前項に規定する確定優良住

宅地等予定地のための譲渡に該当しないも

のとみなす。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

第２１条の２ （略） 第２１条の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る

所得が生じた年分の所得税に係る第２８条

の３第１項に規定する確定申告書に前項後

段の規定の適用を受けようとする旨の記載

があるときに限り、適用する。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る

所得が生じた年の翌年の４月１日の属する

年度分の特例適用配当等申告書（市民税の納

税通知書が送達される時までに提出された

次に掲げる申告書をいう。以下この項におい

て同じ。）に前項後段の規定の適用を受けよ

うとする旨の記載があるとき（特例適用配当

等申告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）に限り、適用する。ただし、第１

号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告

書がいずれも提出された場合におけるこれ

らの申告書に記載された事項その他の事情

を勘案して、同項後段の規定を適用しないこ
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とが適当であると市長が認めるときは、この

限りでない。 

 (1) 第２８条の２第１項の規定による申告

  書 

 (2) 第２８条の３第１項に規定する確定申

告書（同項の規定により前号に掲げる申告

書が提出されたものとみなされる場合に

おける当該確定申告書に限る。） 

５ （略） ５ （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

第２１条の３ （略） 第２１条の３ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る

所得が生じた年分の所得税に係る第２８条

の３第１項に規定する確定申告書に前項後

段の規定の適用を受けようとする旨の記載

があるときに限り、適用する。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る

所得が生じた年の翌年の４月１日の属する

年度分の条約適用配当等申告書（市民税の納

税通知書が送達される時までに提出された

次に掲げる申告書をいう。以下この項におい

て同じ。）に前項後段の規定の適用を受けよ

うとする旨の記載があるとき（条約適用配当

等申告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）に限り、適用する。ただし、第１

号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告

書がいずれも提出された場合におけるこれ

らの申告書に記載された事項その他の事情

を勘案して、同項後段の規定を適用しないこ

とが適当であると市長が認めるときは、この

限りでない。 

 (1) 第２８条の２第１項の規定による申告

  書 

 (2) 第２８条の３第１項に規定する確定申

告書（同項の規定により前号に掲げる申告

書が提出されたものとみなされる場合に
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おける当該確定申告書に限る。） 

５ （略） ５ （略） 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第

１項の規定の適用がある場合（第３項後段の

規定の適用がある場合を除く。）における第

２６条の１０の規定の適用については、同条

第１項中「又は同条第６項」とあるのは「若

しくは附則第２１条の３第３項前段に規定

する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」

という。）に係る所得が生じた年分の所得税

に係る同条第４項に規定する確定申告書に

この項の規定の適用を受けようとする旨及

び当該条約適用配当等に係る所得の明細に

関する事項の記載がある場合であつて、当該

条約適用配当等に係る所得の金額の計算の

基礎となつた条約適用配当等の額について

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第１項の規

定及び法第２章第１節第５款の規定により

配当割額を課されたとき、又は第２６条第６

項」と、同条第３項中「法第３７条の４」と

あるのは「租税条約等実施特例法第３条の２

の２第９項の規定により読み替えて適用さ

れる法第３７条の４」とする。 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第

１項の規定の適用がある場合（第３項後段の

規定の適用がある場合を除く。）における第

２６条の１０の規定の適用については、同条

第１項中「又は同条第６項」とあるのは「若

しくは附則第２１条の３第３項前段に規定

する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」

という。）に係る所得が生じた年の翌年の４

月１日の属する年度分の同条第４項に規定

する条約適用配当等申告書にこの項の規定

の適用を受けようとする旨及び当該条約適

用配当等に係る所得の明細に関する事項の

記載がある場合（条約適用配当等申告書にこ

れらの記載がないことについてやむを得な

い理由があると市長が認めるときを含む。）

であつて、当該条約適用配当等に係る所得の

金額の計算の基礎となつた条約適用配当等

の額について租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１項の規定及び法第２章第１節第５

款の規定により配当割額を課されたとき、又

は第２６条第６項」と、同条第３項中「法第

３７条の４」とあるのは「租税条約等実施特

例法第３条の２の２第９項の規定により読

み替えて適用される法第３７条の４」とす

る。 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅

借入金等特別税額控除の特例） 

 第２７条 所得割の納税義務者が前年分の所
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得税につき新型コロナウイルス感染症特例

法第６条第４項の規定の適用を受けた場合

における附則第３条の３の２第１項の規定

の適用については、同項中「令和１５年度」

とあるのは、「令和１６年度」とする。 

 ２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき新型コロナウイルス感染症特例法第６

条の２第１項の規定の適用を受けた場合に

おける附則第７条の３の２第１項の規定の

適用については、同項中「令和１５年度」と

あるのは「令和１７年度」と、「令和３年」

とあるのは「令和４年」とする。 

 （美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例（令和３年美濃加茂市条例第１

８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前（※第１条による改正反映後） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族申告書） 

第２８条の３の３ 所得税法第２０３条の６

第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所得

税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であつて、

特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得

金額が９００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等

（第３４条の２に規定する退職手当等に限

る。以下この項において同じ。）に係る所得

を有する者であつて、合計所得金額が９５万

円以下であるものに限る。）をいう。第２号

において同じ。）又は扶養親族（年齢１６歳

未満の者又は控除対象扶養親族であつて退

職手当等に係る所得を有する者に限る。）を

有する者（以下この条において「公的年金等

第２８条の３の３ 所得税法第２０３条の６

第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所得

税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であつて、

特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得

金額が９００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等

（第３４条の２に規定する退職手当等に限

る。以下この項において同じ。）に係る所得

を有する者であつて、合計所得金額が９５万

円以下であるものに限る。）をいう。第２号

において同じ。）又は扶養親族（控除対象扶

養親族であつて退職手当等に係る所得を有

しない者を除く。）を有する者（以下この条

において「公的年金等支払者」という。）か
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受給者」という。）で市内に住所を有するも

のは、当該申請書の提出の際に経由すべき所

得税法第２０３条の６第１項に規定する公

的年金等の支払者（以下この条において「公

的年金等支払者」という。）から毎年最初に

公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次に掲げる

事項を記載した申告書を、当該公的年金等支

払者を経由して市長に提出しなければなら

ない。 

ら毎年最初に公的年金等の支払を受ける日

の前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、当

該公的年金等支払者を経由して市長に提出

しなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

   附 則    附 則 

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 新条例第１７条第２項、第２８条の３の３

第１項及び附則第４条の２第１項の規定は、

令和６年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、令和５年度分までの個人の市

民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例の規定中個人の市民税に関する部

分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、令和５年度分までの個人

の市民税については、なお従前の例による。

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

改正は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中美濃加茂市税条例第２８条の３の２の見出し及び同条第１項並びに

第２８条の３の３の見出し及び同条第１項の改正並びに同条例附則第３条の３

の２第１項及び第１７条の２第３項の改正並びに同条例附則第２７条を削る改

正並びに第２条（次号に掲げる改正を除く。）の規定並びに附則第３条第１項

及び第２項の規定 令和５年１月１日 

(2) 第１条中美濃加茂市税条例第２６条第４項及び第６項、第２６条の１０第１

項及び第２項、第２８条の２第１項ただし書及び第２項並びに第２８条の３第

２項及び第３項の改正並びに同条例附則第１５条の２第２項、第２１条の２第

４項並びに第２１条の３第４項及び第６項の改正並びに第２条（美濃加茂市税
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条例等の一部を改正する条例（令和３年美濃加茂市条例第１８号）附則第２条

第４項の改正に限る。）の規定並びに附則第３条第３項の規定 令和６年１月

１日 

(3) 第１条中美濃加茂市税条例第１１条の４第１項の改正、同条例第５４条の２

の規定及び同条例第５４条の３の規定並びに次条並びに附則第４条第３項及び

第４項の規定 令和６年４月１日 

（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の美濃加茂市税条例第１１条の４第

１項（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）

の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定

による証明書の交付について適用する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の美濃加茂市税条例（以下「新条例」という。）

第２８条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（以

下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき第

２８条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規

定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定に

よる改正前の美濃加茂市税条例（次項において「旧条例」という。）第２８条の

３の２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申

告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２８条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金

等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。）について提出する新条例第２８条の３の３第１項に規

定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等につ

いて提出する旧条例第２８条の３の３第１項に規定する申告書については、なお

従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の美濃加茂市税条例の規定中個人

の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。 
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２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税

法附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の美濃加茂市税条例第５４条の２

第１項（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる

規定の施行の日以後にされる同法第３８２条の２の規定による固定資産課税台帳

（同条第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧について

適用する。 

４ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の美濃加茂市税条例第５４条の３

第１項（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる

規定の施行の日以後にされる同法第３８２条の３の規定による証明書（同条ただ

し書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付について適用する。 
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承第５号 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和４

年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

  令和４年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

記 

美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市都市計画税条例（昭和３２年美濃加茂市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

１ （略） １ （略） 

（法附則第１５条第３３項の条例で定める

割合） 

（法附則第１５条第３４項の条例で定める

割合） 

２ 法附則第１５条第３３項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

２ 法附則第１５条第３４項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

（法附則第１５条第３４項の条例で定める

割合） 

（法附則第１５条第３５項の条例で定める

割合） 

３ 法附則第１５条第３４項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

３ 法附則第１５条第３５項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

(法附則第１５条第３９項の条例で定める割

合) 

４ 法附則第１５条第３９項に規定する市の
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条例で定める割合は、３分の２とする。 

（法附則第１５条第４４項の条例で定める

割合） 

５ 法附則第１５条第４４項に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

（用途変更宅地等に係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

（用途変更宅地等に係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

６ （略） ４ （略） 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画

税の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告） 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画

税の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告） 

７ （略） ５ （略） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令

和５年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令

和５年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

８ 宅地等に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当

該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年

度分の都市計画税について法第７０２条の

３の規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下同じ。）に１００分の５（商業地等

に係る令和４年度分の都市計画税にあつて

は、１００分の２．５）を乗じて得た額を加

算した額（令和３年度分の都市計画税にあつ

ては、前年度分の都市計画税の課税標準額）

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３（第１８項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける宅地等であるときは、

６ 宅地等に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当

該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年

度分の都市計画税について法第７０２条の

３の規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下同じ。）に１００分の５を乗じて得

た額を加算した額（令和３年度分の都市計画

税にあつては、前年度分の都市計画税の課税

標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第１８項を

除く。）又は法附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度
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当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額（以下「宅地等調整

都市計画税額」という。）を超える場合には、

当該宅地等調整都市計画税額とする。 

分の都市計画税の課税標準となるべき額と

した場合における都市計画税額（以下「宅地

等調整都市計画税額」という。）を超える場

合には、当該宅地等調整都市計画税額とす

る。 

９ （略） ７ （略） 

１０ 附則第８項の規定の適用を受ける宅地

等に係る令和４年度分及び令和５年度分の

宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整

都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき価格

に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４

９条の３（第１８項を除く。）又は法附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額に満たない場合には、附則第８項

の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。 

８ 附則第６項の規定の適用を受ける宅地等

に係る令和４年度分及び令和５年度分の宅

地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都

市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価格に

１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第１８項を除く。）又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市

計画税額に満たない場合には、附則第６項の

規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。 

１１ 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が０．６以上０．７以下のもの

に係る令和３年度から令和５年度までの各

年度分の都市計画税の額は、附則第８項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分

の都市計画税に係る前年度分の都市計画税

の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は法附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該課税標準額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

９ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．６以上０．７以下のものに

係る令和３年度から令和５年度までの各年

度分の都市計画税の額は、附則第６項の規定

にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の

都市計画税に係る前年度分の都市計画税の

課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３（第１８

項を除く。）又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標
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標準となるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」

という。）とする。 

準となるべき額とした場合における都市計

画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」

という。）とする。 

１２ 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が０．７を超えるものに係る令

和３年度から令和５年度までの各年度分の

都市計画税の額は、附則第８項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に１０

分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第１８項を除く。）又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額（以下「商業地等調整都市計画税

額」という。）とする。 

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が０．７を超えるものに係る令

和３年度から令和５年度までの各年度分の

都市計画税の額は、附則第６項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に１０

分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第１８項を除く。）又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額（以下「商業地等調整都市計画税

額」という。）とする。 

（農地に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

（農地に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

１３ （略） １１ （略） 

(読替規定) (読替規定) 

１４ 附則第８項及び第１０項の「宅地等」と

は法附則第１７条第２号に、附則第８項及び

第１１項の「前年度分の都市計画税の課税標

準額」とは法附則第２５条第６項において読

み替えて準用される法附則第１８条第６項

に、附則第９項、第１１項及び第１２項の「商

業地等」とは法附則第１７条第４号に、附則

第１１項から前項までの「負担水準」とは法

附則第１７条第８号ロに、前項の「農地」と

は法附則第１７条第１号に、前項の「前年度

分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第

２６条第２項において読み替えて準用され

１２ 附則第６項及び第８項の「宅地等」とは

法附則第１７条第２号に、附則第６項及び第

９項の「前年度分の都市計画税の課税標準

額」とは法附則第２５条第６項において読み

替えて準用される法附則第１８条第６項に、

附則第７項、第９項及び第１０項の「商業地

等」とは法附則第１７条第４号に、附則第９

項から前項までの「負担水準」とは法附則第

１７条第８号ロに、前項の「農地」とは法附

則第１７条第１号に、前項の「前年度分の都

市計画税の課税標準額」とは法附則第２６条

第２項において読み替えて準用される法附
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る法附則第１８条第６項に規定するところ

による。 

則第１８条第６項に規定するところによる。

１５ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１

４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、

第２５項、第２８項、第３２項から第３６項

まで、第３９項、第４０項若しくは第４４項、

第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６

３条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」

とあるのは「若しくは第３３項又は法附則第

１５条から第１５条の３まで若しくは第６

３条」とする。 

１３ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１

５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、

第２６項、第２９項、第３３項から第３５項

まで、第３７項から第３９項まで、第４２項

若しくは第４３項、第１５条の２第２項、第

１５条の３又は第６３条の規定の適用があ

る各年度分の都市計画税に限り、第２条第２

項中「又は第３３項」とあるのは「若しくは

第３３項又は法附則第１５条から第１５条

の３まで若しくは第６３条」とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市都市計画税条例の規定は、令和４年度以後

の年度分の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。 
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承第６号 

   専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和４

年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

  令和４年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

   美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

                  記 

美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市介護保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

第８条 令和２年２月１日から令和５年３月

３１日までの間に納期限（特別徴収の場合に

あっては、特別徴収対象年金給付の支払日。

以下この項において同じ。）が定められてい

る保険料（第１号被保険者の資格を取得した

日から１４日以内に法第１２条第１項の規

定による届出が行われなかったため令和２

年２月１日以降に納期限が定められている

保険料であって、当該届出が第１号被保険者

第８条 令和２年２月１日から令和４年３月

３１日までの間に納期限（特別徴収の場合に

あっては、特別徴収対象年金給付の支払日。

以下この項において同じ。）が定められてい

る保険料（第１号被保険者の資格を取得した

日から１４日以内に法第１２条第１項の規

定による届出が行われなかったため令和２

年２月１日以降に納期限が定められている

保険料であって、当該届出が第１号被保険者
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の資格を取得した日から１４日以内に行わ

れていたならば同年２月１日前に納期限が

定められるべきものを除く。）の減免につい

ては、次の各号のいずれかに該当する者は、

第１１条第１項第３号に規定する保険料の

減免の要件を満たすものとして、同項の規定

を適用する。 

の資格を取得した日から１４日以内に行わ

れていたならば同年２月１日前に納期限が

定められるべきものを除く。）の減免につい

ては、次の各号のいずれかに該当する者は、

第１１条第１項第３号に規定する保険料の

減免の要件を満たすものとして、同項の規定

を適用する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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承第７号

   専決処分の承認を求めることについて

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和４

年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。

  令和４年６月６日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

   美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

 美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。

                  記

   美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例

 美濃加茂市国民健康保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

８ 令和２年２月１日から令和５年３月３１

日までの間に納期限（特別徴収の場合にあっ

ては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下

この項において同じ。）が定められている保

険料の減免については、次の各号のいずれか

に該当する者は、第３７条第１項第１号に規

定する保険料（被保険者の資格を取得した日

から１４日以内に法第９条第１項の規定に

よる届出が行われなかったため令和２年２

８ 令和２年２月１日から令和４年３月３１

日までの間に納期限（特別徴収の場合にあっ

ては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下

この項において同じ。）が定められている保

険料の減免については、次の各号のいずれか

に該当する者は、第３７条第１項第１号に規

定する保険料（被保険者の資格を取得した日

から１４日以内に法第９条第１項の規定に

よる届出が行われなかったため令和２年２
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月１日以降に納期限が定められている保険

料であって、当該届出が被保険者の資格を取

得した日から１４日以内に行われていたな

らば同年２月１日前に納期限が定められる

べきものを除く。）の減免の要件を満たすも

のとして、同項の規定を適用する。 

月１日以降に納期限が定められている保険

料であって、当該届出が被保険者の資格を取

得した日から１４日以内に行われていたな

らば同年２月１日前に納期限が定められる

べきものを除く。）の減免の要件を満たすも

のとして、同項の規定を適用する。 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

附 則

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議第３７号 

   美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和４年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

                  記 

   美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年美濃加茂市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章～第３章 （略） 第１章～第３章 （略） 

第４章 雑則（第５４条） 

附則 附則 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

 ２ 特定教育・保育施設は、利用申込者からの

申出があった場合には、前項の規定による文

書の交付に代えて、第５項で定めるところに

より、当該利用申込者の承諾を得て、当該文

書に記すべき重要事項を電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって次に掲げるもの（以下

この条において「電磁的方法」という。）に

より提供することができる。この場合におい
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て、当該特定教育・保育施設は、当該文書を

交付したものとみなす。 

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のう

ちア又はイに掲げるもの 

 ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子

計算機と利用申込者の使用に係る電子

計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録する

方法 

 イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録さ

れた前項に規定する重要事項を電気通

信回線を通じて利用申込者の閲覧に供

し、当該利用申込者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに当該重要

事項を記録する方法（電磁的方法による

提供を受ける旨の承諾又は受けない旨

の申出をする場合にあっては、特定教

育・保育施設の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルにその旨を記録す

る方法） 

 (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができる物を

もって調製するファイルに前項に規定す

る重要事項を記録したものを交付する方

法 

 ３ 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイ

ルへの記録を出力することによる文書を作

成することができるものでなければならな

い。 

 ４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、

特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機

と利用申込者の使用に係る電子計算機とを
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電気通信回線で接続した電子情報処理組織

をいう。 

 ５ 特定教育・保育施設は、第２項の規定によ

り第１項に規定する重要事項を提供しよう

とするときは、あらかじめ、当該利用申込者

に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の

種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。 

 (1) 第２項各号に規定する方法のうち特定

教育・保育施設が使用するもの 

 (2) ファイルへの記録の方式 

 ６ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保

育施設は、当該利用申込者から文書又は電磁

的方法により電磁的方法による提供を受け

ない旨の申出があったときは、当該利用申込

者に対し、第１項に規定する重要事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただ

し、当該利用申込者が再び前項の規定による

承諾をした場合は、この限りでない。 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第３９条 （略） 第３９条 （略） 

 ２ 第６条第２項から第６項までの規定は、前

項の規定による文書の交付について準用す

る。 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第４３条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項から第

５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保

育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教

育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲

げる事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」と

いう。）を適切に確保しなければならない。

第４３条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項から第

５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保

育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教

育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲

げる事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」と

いう。）を適切に確保しなければならない。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 
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(3) 当該特定地域型保育事業者により特定

地域型保育の提供を受けていた満３歳未

満保育認定子ども（事業所内保育事業を利

用する満３歳未満保育認定子どもにあっ

ては、第３８条第２項に規定するその他の

小学校就学前子どもに限る。以下この号及

び第４項第１号において同じ。）を、当該

特定地域型保育の提供の終了に際して、当

該満３歳未満保育給付認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入

れて教育・保育を提供すること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定

地域型保育の提供を受けていた満３歳未

満保育認定子ども（事業所内保育事業を利

用する満３歳未満保育認定子どもにあっ

ては、第３８条第２項に規定するその他の

小学校就学前子どもに限る。以下この号に

おいて同じ。）を、当該特定地域型保育の

提供の終了に際して、当該満３歳未満保育

給付認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者の希望に基づき、引き続き当該連携

施設において受け入れて教育・保育を提供

すること。 

２～９ （略） ２～９ （略） 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第５３条 （略） 第５３条 （略） 

   第４章 雑則 

（電磁的記録等） 

第５４条 特定教育・保育施設等は、記録、作

成、保存その他これらに類するもののうち、

この条例において書面等（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）により行

うことが規定されているものについては、当

該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。以下こ

の条において同じ。）により行うことができ

る。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定

による書面等の交付又は提出については、当

該書面等が電磁的記録により作成されてい
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る場合には、当該書面等の交付又は提出に代

えて、第４項で定めるところにより、教育・

保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面

等に記載すべき事項（以下この条において

「記載事項」という。）を電子情報処理組織

（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計

算機と教育・保育給付認定保護者の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。以下この条におい

て同じ。）を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することができる。この

場合において、当該特定教育・保育施設等は、

当該書面等を交付し、又は提出したものとみ

なす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のう

ちア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電

子計算機と教育・保育給付認定保護者の

使用に係る電子計算機とを接続する電

気通信回線を通じて送信し、受信者の使

用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録

された記載事項を電気通信回線を通じ

て教育・保育給付認定保護者の閲覧に供

し、教育・保育給付認定保護者の使用に

係る電子計算機に備えられた当該教育・

保育給付認定保護者のファイルに当該

記載事項を記録する方法（電磁的方法に

よる提供を受ける旨の承諾又は受けな

い旨の申出をする場合にあっては、特定

教育・保育施設等の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルにその旨を記
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録する方法） 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができる物を

もって調製するファイルに記載事項を記

録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付

認定保護者がファイルへの記録を出力する

ことによる文書を作成することができるも

のでなければならない。 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定に

より記載事項を提供しようとするときは、あ

らかじめ当該記載事項を提供する教育・保育

給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又

は電磁的記録による承諾を得なければなら

ない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定

教育・保育施設等が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保

育施設等は、当該教育・保育給付認定保護者

から文書又は電磁的方法により、電磁的方法

による提供を受けない旨の申出があったと

きは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、

第２項に規定する記載事項の提供を電磁的

方法によってしてはならない。ただし、当該

教育・保育給付認定保護者が再び前項の規定

による承諾をした場合は、この限りでない。

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の

規定による書面等による同意の取得につい

て準用する。この場合において、第２項中「書

面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等

に記載すべき事項（以下この条において「記

載事項」という。）」とあるのは「書面等に
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よる同意」と、「第４項」とあるのは「第６

項において準用する第４項」と、「提供する」

とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、

又は提出した」とあるのは「書面等による同

意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同

意に関する事項を」と、「提供を受ける」と

あるのは「同意を行う」と、「受けない」と

あるのは「行わない」と、「交付する」とあ

るのは「得る」と、第３項中「前項各号」と

あるのは「第６項において準用する前項各

号」と、第４項中「第２項の」とあるのは「第

６項において準用する第２項の」と、「記載

事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よ

う」と、「記載事項を提供する」とあるのは

「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第

２項各号」とあるのは「第６項において準用

する第２項各号」と、前項中「前項」とある

のは「第６項において準用する前項」と、「提

供を受けない」とあるのは「同意を行わない」

と、「第２項に規定する記載事項の提供」と

あるのは「この条例の規定による書面等によ

る同意の取得」と読み替えるものとする。 

     附 則  

この条例は、令和４年７月１日から施行する。 
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議第３８号 

   美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和４年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

                  記 

   美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年美濃加茂市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（準用） （準用） 

第４９条 （略） 第４９条 （略） 

（電磁的記録） 

第５０条 家庭的保育事業者等及びその職員

は、記録、作成その他これらに類するものの

うち、この条例の規定において書面等（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されている又は想定され

るものについては、書面等に代えて、当該書

面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供される
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ものをいう。）により行うことができる。 

附 則  

この条例は、令和４年７月１日から施行する。 
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議第３９号 

美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市長の選挙における自動車の使用及

びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市長の選挙における自動車の使用及びポスター

の作成の公営に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和４年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市長の選挙における自動車の使用及びポス

ターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市長の選挙における自動車の使用及びポスター

の作成の公営に関する条例（平成８年美濃加茂市条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

（自動車の使用及びポスターの作成の公営） （自動車の使用及びポスターの作成の公営）

第２条 美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市

長の選挙における候補者（以下「候補者」と

いう。）は、次の各号に掲げる区分に応じ当

該各号に定める金額の範囲内で、無料で、自

動車を使用し、又はポスターを作成すること

ができる。ただし、当該候補者に係る供託物

が法第９３条第１項（同条第２項において準

用する場合を含む。）の規定により美濃加茂

市（以下「市」という。）に帰属することと

ならない場合に限る。 

第２条 美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市

長の選挙における候補者（以下「候補者」と

いう。）は、次の各号に掲げる区分に応じ当

該各号に定める金額の範囲内で、無料で、自

動車を使用し、又はポスターを作成すること

ができる。ただし、当該候補者に係る供託物

が法第９３条第１項（同条第２項において準

用する場合を含む。）の規定により美濃加茂

市（以下「市」という。）に帰属することと

ならない場合に限る。 

(1) （略）  (1) （略）  

(2) ポスターを作成する場合 候補者１人

について、５４１円３１銭に当該選挙にお

けるポスター掲示場の数を乗じて得た金

(2) ポスターを作成する場合 候補者１人

について、５１０円４８銭に当該選挙にお

けるポスター掲示場の数を乗じて得た金
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額に３１６，２５０円を加えた金額を当該

選挙におけるポスター掲示場の数で除し

て得た金額（１円未満の端数がある場合に

は、その端数は、１円とする。以下「単価

の限度額」という。）にポスターの作成枚

数（当該作成枚数が、当該選挙におけるポ

スター掲示場の数に相当する数を超える

場合には、当該相当する数）を乗じて得た

金額 

額に３０１，８７５円を加えた金額を当該

選挙におけるポスター掲示場の数で除し

て得た金額（１円未満の端数がある場合に

は、その端数は、１円とする。以下「単価

の限度額」という。）にポスターの作成枚

数（当該作成枚数が、当該選挙におけるポ

スター掲示場の数に相当する数を超える

場合には、当該相当する数）を乗じて得た

金額 

（自動車の使用の公費負担額等） （自動車の使用の公費負担額等） 

第４条 市は、候補者（前条の届出をした者に

限る。）が同条第１号の契約に基づき当該契

約の相手方である一般乗用旅客自動車運送

事業者その他の者（以下「一般乗用旅客自動

車運送事業者等」という。）に支払うべき金

額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該

各号に定める金額を、第２条ただし書に規定

する要件に該当する場合に限り、当該一般乗

用旅客自動車運送事業者等からの請求に基

づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等

に対し支払う。 

第４条 市は、候補者（前条の届出をした者に

限る。）が同条第１号の契約に基づき当該契

約の相手方である一般乗用旅客自動車運送

事業者その他の者（以下「一般乗用旅客自動

車運送事業者等」という。）に支払うべき金

額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該

各号に定める金額を、第２条ただし書に規定

する要件に該当する場合に限り、当該一般乗

用旅客自動車運送事業者等からの請求に基

づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等

に対し支払う。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約で

ある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れに定める金額 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約で

ある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れに定める金額 

イ 当該契約が自動車の借入れ契約（以下

「自動車借入れ契約」という。）である

場合 当該自動車（同一の日において自

動車借入れ契約により２台以上の自動

車が使用される場合には、当該候補者が

指定するいずれか１台の自動車に限

る。）のそれぞれにつき、自動車として

使用された各日についてその使用に対

し支払うべき金額（当該金額が１６，１

００円を超える場合には、１６，１００

イ 当該契約が自動車の借入れ契約（以下

「自動車借入れ契約」という。）である

場合 当該自動車（同一の日において自

動車借入れ契約により２台以上の自動

車が使用される場合には、当該候補者が

指定するいずれか１台の自動車に限

る。）のそれぞれにつき、自動車として

使用された各日についてその使用に対

し支払うべき金額（当該金額が１５，３

００円を超える場合には、１５，３００
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円）の合計金額 円）の合計金額 

ロ 当該契約が自動車の燃料の供給に関

する契約である場合 当該契約に基づ

き当該自動車に供給した燃料の代金（当

該自動車（これに代わり使用される他の

自動車を含む。）が既に前条の届出に係

る契約に基づき供給を受けた燃料の代

金と合算して、７，７００円に当該候補

者につき法第８６条の４第１項、第２

項、第５項、第６項又は第８項の規定に

よる候補者の届出のあった日から当該

選挙の期日の前日までの日数（第１号の

契約が締結されている場合には、当該日

数から当該契約が締結されている日数

を減じて得た日数）を乗じて得た金額に

達するまでの部分の金額であることに

つき、委員会が定めるところにより、当

該候補者からの申請に基づき、委員会が

確認したものに限る。） 

ロ 当該契約が自動車の燃料の供給に関

する契約である場合 当該契約に基づ

き当該自動車に供給した燃料の代金（当

該自動車（これに代わり使用される他の

自動車を含む。）が既に前条の届出に係

る契約に基づき供給を受けた燃料の代

金と合算して、７，３５０円に当該候補

者につき法第８６条の４第１項、第２

項、第５項、第６項又は第８項の規定に

よる候補者の届出のあった日から当該

選挙の期日の前日までの日数（第１号の

契約が締結されている場合には、当該日

数から当該契約が締結されている日数

を減じて得た日数）を乗じて得た金額に

達するまでの部分の金額であることに

つき、委員会が定めるところにより、当

該候補者からの申請に基づき、委員会が

確認したものに限る。） 

ハ （略） ハ （略） 

２ （略） ２ （略） 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４０号 

令和４年度美濃加茂市一般会計補正予算（第３号） 

令和４年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２８８，６８７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２，４０１，４３０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和４年６月６日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第４１号 

美濃加茂市監査委員の選任について 

 美濃加茂市監査委員に下記の者を選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

令和４年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

住  所  美濃加茂市川合町４丁目８番４３号 

氏  名  田 中 昭 則 

生年月日  昭和２７年１２月２４日 
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議第４２号 

美濃加茂市固定資産評価員の選任について 

 美濃加茂市固定資産評価員に下記の者を選任したいから、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第４０４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

令和４年６月６日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

住  所  美濃加茂市加茂野町今泉４７０番地１ 

氏  名  堀 部 裕 昭 

生年月日  昭和４０年２月１９日 
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議第４３号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和４年６月６日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

                  記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
鷹之巣４

８２号線 

美濃加茂市加茂野町鷹之巣字ガキガノ１９７９番１地先

美濃加茂市加茂野町鷹之巣字ガキガノ１９７９番２地先

２ 
加茂野４

８３号線 

美濃加茂市加茂野町加茂野字浦７４番１地先  

美濃加茂市加茂野町加茂野字浦６７番１９地先 

３ 
加茂野４

８４号線 

美濃加茂市加茂野町加茂野字東野２８番２０地先 

美濃加茂市加茂野町加茂野字東野２８番１９地先 
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